
助成金 無料 説明会＆相談会 
 

 

FAX でのご案内で失礼いたします。お電話にて、ご案内送付のご承認をいただいた上お送りするのが本来ではございますが、業

務のお邪魔になることを避けるため、お電話でのご連絡は控えさせていただきました。何卒ご容赦くださいませ。 

 

この度、当事務所では、下記の内容の説明会及び相談会を開催いたしますので、是非、ご参加ください。 

≪お も な 内 容 ≫ 

【1】均衡待遇・正社員化推進奨励金 

パートなどの短時間労働者や有期契約労働者を活用する！ 

美容理容、飲食、介護業界をはじめ、パート・アルバイトなど非正規労働者の多い業界にオススメ！ 

例えば！美容業界なら、毎週１回、カットやシャンプーなどの居残りトレーニングをさせ、出来の良いバイト

を正社員にしたら、１００万円の助成金を受けたケースがあります。 

 

【2】子育て期短時間勤務支援助成金＜両立支援助成金＞ 

子を養育するために短時間勤務の制度を設け、利用者が出たとき！ 

介護業界など、子育て期の女性が多い職場にオススメ！ 

所定時間 8時間の企業で 6時間勤務の正社員の制度を導入したところ、１人目４０万円の助成金を受給した。 

 

【3】派遣労働者雇用安定化特別奨励金(平成 28年 3月 31日までの暫定措置) 

受け入れている派遣労働者を直接雇い入れた事業主に対して奨励金が支給されます。 

中小企業なら、最大で１００万円の助成金を受けることが可能です。 

 

会 場 講師紹介 

日 時：2 月 6 日（水） 

① 13：30～14：40 

② 15：00～16：10 

場 所：センタープラザ西館６階 

神戸市中央区三宮町 2-11-1 

参加費：無 料 ！ 

定 員：各 10 名まで 

ご希望の方は、セミナー終了後、個別相

談承ります。 

労務プランニング オフィス INOUE 社会保険労務士：井上 正宣 

神戸市内の健康保険組合に 11 年半勤務。勤務時代は、数万件

の書類の審査及び数百件の労働者・企業への調査及び指導を行

った。その経験を元に書いた記事「元健保組合職員の実体験に

基づく！健康保険の給付に関する調査ポイントと請求書作成

上の留意点」が、社労士・税理士の専門誌「ビジネスガイド」

6 月号に、特集として掲載され、現在、セミナー講師に多数招

かれ、人気急上昇中である。 

このまま FAXしてください。078-220-2996 

□ はい！助成金セミナーに参加します！  □ 相談したいので来てほしい。   □ 今後 FAX 不要  

□ 訪問セミナー希望 （日時等、後日、こちらからご連絡させていただきます） 

貴社名： ご担当者名： 

電話・FAX： メール： 

ご住所：〒   - 

希望の日時に○をつけてください（ ① ・ ② ） 

参加者様には「助成金チェックシート」をプレゼント！ 


